
社会福祉協議会

見守り相談室

対象者の方へ、港区社会福祉協議会内に設置の「見守り相談室」から同意確認のため「同意書」を郵送してい
ます(❶)。返信のない方には見守り相談室の職員が訪問し同意確認を行っています。情報を地域に提供する
ことに同意された場合（❷）つながり名簿(要援護者名簿)に登録し（❸❹）、地域の見守り活動や災害時の避
難支援などにつなげます（❺）。

地域で孤立しがちで困りごとを抱えていそうな方、様々な要因により適切な支援を受けられていない方がお
られましたら（❶）見守り相談室にご連絡ください(❷)。見守り支援ネットワーカーが訪問などでお話をおう
かがいし(❸)適切なサービスへつなぎます。

12月に三先と八幡屋地域にて地域見守りマッピングを行いました。
「日頃の見守りが災害時などの助け合い、支え合いにつながるよう町会
単位で顔の見える関係性を作る」という目的で、町会長・女性部長・民
生委員・ネットワーク委員・防災リーダーなどが参加されました。「つな
がり名簿」に登載されている方、70歳以上独居高齢者などに色分けし
たシールを町会地図に貼り
可視化、終了後は「各団体で
の連携が大切である」との
感想をいただきました。作
成したマップは地域で毎年
更新されます。港区では今
後、全地域で取り組みを進
めていく予定です。

８月に弁天と南市岡地域の協力事業者の方に参
加いただき「協力事業者情報交換会」をオンライ
ンで開催しました。地域の現状報告や、協力事業
者の方が関わってくださった事例を紹介し、認知
症サポーター養成講座、グループに分かれて感想
や認知症の方の望ましい対応方法などを話し合
いました。認知症になっても安心して暮らせるよ
うネットワークの強化を進めていきます。情報交
換会は順次、他の地域でも開催予定です。

認知症高齢者等が行方不明になった際に、行方不明者の情報をメールで協力者に配信し、早期
発見・保護につなげます。家に帰れなくなる心配がある方には事前登録をおすすめしています。
詳しくは見守り相談室までご連絡ください。
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❺連携

❻発見・保護
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　の発見連絡

❸区の認定を受けた協力者へ行方不明者の情報配信

❷警察へ届出提出後
発見協力を依頼

事前登録（家族・ケアマネ）

❸アプローチ・支援
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❸名簿作成

・地域団体
・民生委員 など

あの家ずっと新聞が
たまってて心配やな

いつでもご相談ください

協力事業者を募集中です！

・孤独死リスクの高い方
（福祉サービスを受けて
いない独居高齢者など）
・セルフネグレクト
（支援を拒む方やごみ屋
敷など）

地域住民
地域団体・民生委員など

何かのサービスに
つながってるかな？

悩みがある
みたいやけど
相談できる
人いてるかな
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孤立世帯等へ
の専門的対応

機能

1
地域の見守り
活動への支援

機能

3
認知症高齢者等の
行方不明時の早期発見

お手元に同意書が届きましたら、同意不同意に関わらずご返信お願いします

港区
港区では、だれもが安心して暮らせるまちづくりに取り組んでいます。

MINATOKU
福祉のまちづくり

行方不明発生

行政機関、交通機関、民生委員、児童委員、
個人事業者、企業、高齢・障がい者施設

愛称
「ひまわりじゃらん」

保健福祉課 （福祉）問
合
せ 6572-95116576-9857

地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業にご協力ください

11月に武庫川女子大学の松端教授の講演会「つ
ながり合える地域みんなと（港）」を民生委員・児
童委員とネットワーク委員の合同研修会として
開催しました。コロナ禍で多くの人が孤独や不
安を感じる今、地域でのつながりの重要性を再
確認しました。

※事前登録者には見守りシールをお渡しします
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社会福祉協議会

見守り相談室

見守り相談室 （港区社会福祉協議会内）問
合
せ 6575-10256575-1214
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